
宮城県警察航空隊の運営等に関する訓令

平成１６年１０月５日

宮城県警察本部訓令第２１号

宮城県警察航空隊の運営等に関する訓令を次のように定める。

宮城県警察航空隊の運営等に関する訓令

目次

第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 管理体制等（第６条－第１１条）

第３章 運用

第１節 航空活動（第１２条－第１４条）

第２節 出動・搭乗要請等（第１５条－第１９条）

第３節 臨時ヘリポート（第２０条・第２１条）

第４節 事故等発生時の措置（第２２条・第２３条）

第４章 整備（第２４条・第２５条）

第５章 雑則（第２６条・第２７条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、宮城県警察組織規則（昭和３７年宮城県公安委員会規則第２

号。以下「組織規則」という。）第３条第４項の規定に基づき、警備部警備課に置

かれている宮城県警察航空隊（以下「航空隊」という。）の運営並びに警察用航空

機（以下「航空機」という。）の運用及び整備について、必要な事項を定めるもの

とする。

（準拠）

第２条 航空隊の運営並びに航空機の運用及び整備については、航空関係法令、警

察用航空機の運用等に関する規則（昭和３７年国家公安委員会規則第３号。以下

「規則」という。）、警察用航空機の運用等に関する細則（平成４年警察庁訓令第

１６号。以下「細則」という。）その他別に定めるもののほか、この訓令の定める

ところによる。

（定義）

第３条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

⑴ 航空機 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１項に規定する航空

機のうち、警察用のものをいう。

⑵ 航空従事者 航空法第２条第３項に規定する航空従事者をいう。

⑶ 機長 航空法第７３条に規定する機長をいう。

⑷ 航空機等 航空機、航空機用装備品、航空機に係る付属品及び部品並びに整

備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。

⑸ 事故 航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。

⑹ 臨時ヘリポート 規則第１８条に規定する臨時発着場をいう。



（活動の本拠）

第４条 航空隊の活動の本拠は、宮城県警察航空基地とする。

（任務）

第５条 航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備

実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援を行うことを

任務とする。

２ 前項の任務を遂行するに当たっては、航空隊は、必要に応じて宮城県警察機動

隊その他の所属との連携を図るものとする。

第２章 管理体制等

（管理責任者）

第６条 航空隊の運営を適正に管理するため、警察本部に管理責任者を置く。

２ 管理責任者は、警備部警備課長とする。

（航空隊長）

第７条 組織規則第１７条第２項に規定する宮城県警察航空隊長（以下「隊長」と

いう。）は、管理責任者を補佐し、第１１条に規定する航空業務計画に従って、航

空隊を運営し、航空隊員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、規則

第８条第１項各号に掲げる業務を統括するものとする。

（運航責任者）

第８条 規則第９条に規定する運航責任者は、管理責任者が航空従事者である警部

補以上の警察官の中から指定するものとする。

（安全担当者）

第９条 規則第１０条に規定する安全担当者は、管理責任者が航空従事者の中から

指定するものとする。

（勤務制）

第１０条 航空隊員の勤務制は、県警察職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平

成７年宮城県警察本部訓令第９号）の定めるところによる。

（航空業務計画）

第１１条 管理責任者は、規則第４条第３項に規定する毎年度の航空業務計画を策

定し、警察本部長（以下「本部長」という。）の承認を受けた後、速やかにこれを

警察庁長官に報告しなければならない。

第３章 運用

第１節 航空活動

（活動の基本）

第１２条 航空隊の活動は、警備活動、警ら活動、特別活動、警察業務等の支援活

動及び待機とする。

（無線局の運用）

第１３条 機長は、搭載する無線局を適切に運用し、航空交通管制機関、宮城県警

察航空基地、地域部通信指令課等との連絡体制を保持し、航空機の位置及び運航

状況を明らかにするよう努めなければならない。

（航空安全基準）



第１４条 隊長は、航空機の安全な運航を確保する上で必要があると認めるときは、

管理責任者の承認を得て、航空安全基準を定めることができる。

第２節 出動・搭乗要請等

（出動・搭乗要請）

第１５条 警察本部の部に置かれた課等の長、警察学校長、仙台市警察部に置かれ

た課長及び警察署長（以下「所属長」と総称する。）は、航空機を出動させ、又は

所属職員若しくは警察職員以外の者を航空機に搭乗させる必要があるときは、あ

らかじめ、航空機出動・搭乗要請書（様式第１号。以下「要請書」という。）によ

り、本部長に要請しなければならない。ただし、突発事案等が発生し、緊急に航

空機を必要とするときは、事案の概要、出動の目的、日時、飛行区域等の必要事

項を通報することにより、代えることができるが、後日、要請書を提出するもの

とする。

２ 本部長は、前項の要請書を受理したときは、その目的、離着陸の場所、飛行時

間等について審査の上、支障がないときは、承認するものとする。

（警察職員以外の者からの出動・搭乗申請）

第１６条 警察職員以外の者が航空機の出動又は搭乗の申請をするときは、航空機

支援申請書（様式第２号）を本部長に提出しなければならない。

２ 本部長は、前項の申請の公益性、緊急性、代替性等を考慮し、前条の規定に準

じて審査の上、承認することができる。

（警察職員以外の者の搭乗基準）

第１７条 第１５条第１項及び前条第１項の警察職員以外の者の搭乗基準は、次に

掲げるとおりとする。

⑴ 警察業務を遂行するため、地方公共団体等の職員その他の関係者を搭乗させ

る場合

⑵ 警察広報に必要な範囲内で報道関係者を搭乗させる場合

⑶ 地方公共団体等の長から要請があった場合で、公益性、緊急性、代替性等を

考慮して必要と認められ、かつ、警察業務の運営上支障がないと本部長が判断

するとき。

（搭乗手続を要しない者）

第１８条 第１５条第１項又は第１６条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる者

は、搭乗の要請又は申請の手続を要しないものとする。

⑴ 被救助者、被保護者又は護送被疑者

⑵ 救助活動に従事する宮城県警察機動隊員

⑶ 救助活動に付随して必要となる措置のための医師等

⑷ 資格取得試験のための試験官又は航空機の検査のための検査官

⑸ 航空安全査察における査察官

（応援派遣）

第１９条 本部長は、本県以外の都道府県公安委員会から航空機又は航空隊員の派

遣要請があったときは、宮城県公安委員会の承認を受け、航空機又は航空隊員を

派遣するものとする。



２ 本部長は、前項の派遣要請があった場合において、緊急やむを得ないときは、

直ちに航空機又は航空隊員を派遣し、事後、速やかに宮城県公安委員会に報告し、

承認を受けるものとする。

第３節 臨時ヘリポート

（臨時ヘリポートの指定・管理）

第２０条 本部長は、所属長からの申請に基づき、臨時ヘリポートを指定するもの

とする。

２ 所属長は、管轄区域にある臨時ヘリポートの新設、変更又は廃止をする必要が

ある場合は、臨時ヘリポートの指定申請書（様式第３号）により、本部長に申請

しなければならない。

３ 本部長は、前項の臨時ヘリポートの指定申請書を受理したときは、障害物の状

態、騒音対策等について審査の上、支障がないときは、承認するものとする。

４ 所属長は、管轄区域にある臨時ヘリポートの状態に変化が生じた場合は、管理

責任者に通報するものとする。

（臨時ヘリポートの安全措置）

第２１条 所属長は、管轄区域内にある臨時ヘリポートにおいて、航空機を離着陸

させようとするときは、安全を確保するために必要な措置を講じるものとする。

第４節 事故等発生時の措置

（危難時の措置）

第２２条 機長は、航空機に危難が生じ、又は危難が生じるおそれがあると認める

ときは、航空機の安全確保のために必要な手段を講じ、危難の回避又は予防に努

めなければならない。

２ 管理責任者は、航空機の不時着が予想される場合は、直ちに、緊急事態の発生

地域を管轄する警察署長に捜索及び救護の活動を要請するとともに、その状況を

本部長に報告しなければならない。

（事故の報告）

第２３条 機長は、事故が発生した場合には、速やかに、その旨を管理責任者を通

じて本部長に報告しなければならない。ただし、機長が報告することができない

ときは、搭乗中の警察職員がこれを行うものとする。

２ 管理責任者は、前項の事故について、原因を明らかにするための必要な調査を

行い、所見を添えて本部長に報告しなければならない。

第４章 整備

（整備）

第２４条 航空機等の整備は、規則第２１条の規定に基づき、行うものとする。

（検査）

第２５条 航空機等の検査は、規則第２２条の規定に基づき、管理責任者が行うも

のとする。

第５章 雑則

（簿冊の備付け等）

第２６条 隊長は、細則第７条に定めるもののほか、別に定める簿冊を備付け、航



空機の運航、整備等の状況を明らかにしておくものとする。

（細目事項）

第２７条 この訓令に定めるもののほか、航空隊の運営、服務等に関する細目事項

については、警備部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成１６年１１月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月２４日本部訓令第６号）

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（令和４年４月１日本部訓令第１０号）

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。



様式第１号（第１５条関係）

宮 第 号

宮城県警察本部長 殿 年 月 日

所 属 長

航空機出動・搭乗要請書

目 的

日 時

区 域

離着陸場所

所属 階級 氏 名 所属 階級 氏 名

搭 乗 者

飛行の概要

〈注〉

１ 搭乗者が多数の場合は、別紙に一括して記入すること。

２ 離着陸場所が、訓令第２０条の規定に基づく臨時ヘリポート以外の場合は、

飛行を行う日の３０日前までに要請すること。

担 当 者 階級 氏名 電話

結 果 □ 承認 □ 不承認（ ）

通 知 年 月 日 時 分 （航空隊 ）



様式第２号（第１６条関係）

第 号

年 月 日

宮城県警察本部長 殿

申請者

航空機支援申請書

航空機の支援について、下記のとおり申請します。

なお、航空機に搭乗する場合は、機長及び関係者の指示に従って行動します。

記

目 的

日 時

区 域

離着陸場所

住所

職業 氏名 男・女（ 歳）

搭 住 所 氏 名
電話 自宅 勤務先

乗
住所

者
職業 氏名 男・女（ 歳）

電話 自宅 勤務先

搭 乗 理 由

緊急連絡先

活 動 内 容

（方法）

〈注〉

搭乗者が多数の場合は、別紙に記入してください。

担 当 者 階級 氏名 電話

結 果 □ 承認 □ 不承認（ ）

通 知 年 月 日 時 分 （航空隊 ）



様式第３号（第２０条関係）

宮 第 号

宮城県警察本部長 殿 年 月 日

所 属 長

臨時ヘリポートの指定申請書

□ 変更（現在の指定を解除して新たな場所を指定する。）

種 別 □ 新設（新たな場所を指定する。）

□ 廃止（現在の指定を解除する。）

理 由

地 名

地 番

所有者
住 所

土 地 管理者
職業・氏名

連 絡 先

そ の 他

担 当 者 階級 氏名 電話

結 果 □ 承認 □ 不承認（ ）

通 知 年 月 日 時 分 （航空隊 ）

※ 該当する□欄に✓印を付けること。

航空隊における助言項目

障 害 物 □ 進入、転移の各表面に出る障害物がないか

着 陸 帯 □ 航空機の大きさに応じた広さの平坦地が確保できるか

土地使用 □ 土地使用に関する手続

騒音対策 □ 病院、学校、養鶏場等に対する騒音の影響

状況変化 □ 現地又は周辺での建設工事計画等の有無

地上交通 □ 航空機を輸送できる大型トラックの出入り

そ の 他

※ 該当する□欄に✓印を付けること。


